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指定管理導入から 15年
現状を考えると見直しが必要
と考える。

課題
市の求める事業と指定
管理者の実施事業との
間に、少しづつズレが
生じてきている。

事業の実施
ノウハウを継続していく
仕組みを作り、育てる

交流・意見交換
　→事業に活かす
　→取り入れる
　→共に成長

→どの様な運営が良いのか。
→どう役割分担するのか。

企画運営を職員が直接担い、試行
←　期間として（部分委託も導入しな

がら）５～１０年実践していく　→

生涯学習活動をより良く支援するには、

H19より指定管理者
による運営

施設管理者
行政・監督部局
市民・利用者

小山市の状況にあった
運営形態を探る

指定管理者
による臨時
の延長運営

期間を決めて検証、見直し

事業

運営

協議や
協働の
場

小山市立生涯学習センターの、これからの未来予想図（案）
ロードマップ

市民の声や力を運営に反映させる仕組み

資料２

たとえば、利用者協議会や運営委員会
たとえば、テーマごとの活動部会やまつり実行委員会

生
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